
９月定例会

　9月定例会は、9月4日に開会し、9月29日（26日間）
までの日程で開かれました。
　定例会では、平成27年度予算の補正に関するものの他、
議案16件、認定案2件、報告5件、人権擁護委員の推薦
1件、同意案1件、陳情1件、発議1件を審議・議決しま
した。
　なお、平成26年度決算認定８件については、次号にて
掲載いたします。

☆�

平
成
26
年
度
曽
於
地
区

視
聴
覚
教
育
協
議
会
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定

（
全
会
一
致　
不
認
定
）

　

曽
於
市
・
志
布
志
市
・

大
崎
町
で
設
置
さ
れ
て
い

た
曽
於
地
区
視
聴
覚
教
育

協
議
会
が
、
平
成
27
年
３

月
31
日
付
け
で
解
散
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
書
類
等

を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
と
こ
ろ

職
員
に
よ
る
協
議
会
予
算

の
不
正
行
為
が
発
覚
。
着

服
金
に
つ
い
て
は
、
弁
済

さ
れ
て
い
ま
す
。

意
見　

一
人
の
職
員
が

長
年
に
わ
た
り
通
帳
・
公

印
を
保
管
し
通
常
法
的
に

も
条
例
・
規
約
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
会
計
処
理

が
行
わ
れ
、
そ
の
チ
ェ
ッ

決
　
　
算

災
害
復
旧
費

１
億
４
６
８
０
万
円
追
加

平成 27年度曽於地区防災訓練
（財部城山総合運動公園）
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平成27年度
一般会計補正予算

7億6202万円追加
ク
機
能
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
事
実
は
、
会
長
及

び
事
務
局
の
職
務
責
任
は

重
大
で
あ
り
、
今
後
、
他

会
計
に
お
い
て
も
こ
の
よ

う
な
不
正
行
為
が
な
い
よ

う
に
体
制
機
能
強
化
す
る

べ
き
で
あ
る
。

☆�

平
成
27
年
度
曽
於
市

　
一
般
会
計
補
正
予
算

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

補
正
の
歳
入
に
つ
い
て

は
、
国
庫
支
出
金
は
、
災

害
復
旧
費
国
庫
負
担
金
の

現
年
発
生
公
共
土
木
施
設

災
害
復
旧
事
業
費
負
担
金

を
１
９
１
４
万
円
、
県
支

出
金
は
、
民
生
費
県
補

助
金
の
地
域
介
護
基
盤

整
備
事
業
費
補
助
金
を

１
億
９
８
２
０
万
円
、
寄

附
金
は
、
指
定
寄
附
金
の

思
い
や
り
ふ
る
さ
と
寄
附

金
を
２
億
円
、
繰
入
金
は
、

思
い
や
り
ふ
る
さ
と
基
金

繰
入
金
を
１
億
円
、
市
債

は
、
災
害
復
旧
債
の
現
年

発
生
農
業
用
施
設
災
害
復

旧
費
を
３
４
８
０
万
円
そ

☆�

平
成
27
年
度
曽
於
市

　
国
民
健
康
保
険
特
別

　
会
計
補
正
予
算

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

今
回
の
補
正
は
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
を

追
加
す
る
も
の
で
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
繰
越
金
を

１
８
６
万
円
追
加
し
、
歳

出
に
つ
い
て
は
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
を
１
０
３�

万
円
、
臨
時
職
員
賃
金
を

74
万
円
追
加
す
る
も
の
が

主
な
も
の
で
す
。

☆�

平
成
27
年
度
曽
於
市

　
公
共
下
水
道
事
業
特

　
別
会
計
補
正
予
算

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

今
回
の
補
正
は
、
下
水

れ
ぞ
れ
追
加
す
る
も
の
が

主
な
も
の
で
す
。

　

歳
出
に
つ
い
て
は
、
地

域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
募

集
及
び
活
動
に
対
す
る

地
域
お
こ
し
協
力
隊
事
業

を
１
１
７
６
万
円
、
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
等
の
整
備
に
対
す

る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
施
設
整
備
補
助
金
を

１
億
９
８
２
０
万
円
、
ふ

る
さ
と
納
税
の
特
産
品
贈

呈
に
対
す
る
特
産
品
Ｐ
Ｒ

推
進
委
託
料
を
１
億
円
、

災
害
発
生
に
よ
る
農
地
・

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
工

事
を
１
億
４
０
０
万
円
そ

れ
ぞ
れ
追
加
す
る
も
の
が

主
な
も
の
で
す
。

道
建
設
事
業
を
追
加
す
る

も
の
で
、
歳
入
に
つ
い
て

は
、
分
担
金
を
52
万
円
追

加
す
る
も
の
が
主
な
も
の

で
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、

公
共
下
水
道
事
業
費
を

99
万
円
追
加
す
る
も
の
が

主
な
も
の
で
す
。

☆�

平
成
27
年
度
曽
於
市

　
笠
木
簡
易
水
道
事
業

　
特
別
会
計
補
正
予
算

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

今
回
の
補
正
は
、
施
設

修
繕
費
の
追
加
に
よ
る
も

の
で
、
歳
入
に
つ
い
て
は
、

繰
越
金
を
１
１
５
万
円
追

加
し
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、

施
設
修
繕
費
を
１
０
０
万

円
追
加
す
る
も
の
で
す
。

☆�

平
成
27
年
度
曽
於
市

　
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

今
回
の
補
正
は
、
補
正

予
算
の
収
益
的
支
出
は
、

地
方
公
営
企
業
法
改
正
に

伴
う
支
援
業
務
委
託
に
よ

り
委
託
料
を
４
４
９
万
円

追
加
す
る
の
が
主
な
も
の

で
す
。

予
　
　
算

鹿児島黒づくしうまいもんセット
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（
１
名
）
に
対
し
、
訴
え

の
提
訴
事
件
に
関
し
簡
易

裁
判
所
に
提
訴
し
訴
訟
手

続
き
を
す
る
も
の
で
す
。

☆�

財
産
の
取
得

（
全
会
一
致　
可
決
）

品
名

　

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
１
台

金
額２３

０
４
万
７
２
０
０
円

配
置
先

　

�

曽
於
市
消
防
団
大
隅
方

面
隊
笠
木
分
団

　

市
長
よ
り
教
育
委
員
の

任
期
満
了
に
伴
い
提
案
が

あ
り
、
議
会
で
は
同
意
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

再
任

※
任
期
は
平
成
28
年
１
月

１
日
か
ら
の
３
年
間
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

と
し
て
推
薦
す
る
た
め
、

議
会
に
意
見
が
求
め
ら
れ

て
適
任
と
さ
れ
ま
し
た
。

※
任
期
は
平
成
28
年
１
月

１
日
か
ら
の
３
年
間
で
す
。

財
産
の
取
得

教
育
委
員
の
任
命

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

須田　郁子氏（57歳）
（末吉町諏訪方）

花房　親志氏（65歳）
（財部町南俣）

　

檍
小
学
校
屋
内
運
動
場

改
築
本
体
工
事
の
請
負
契

約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

　

川
畑
建
設
㈱

契
約
金１

億
８
１
４
４
万
円

☆�

訴
え
の
提
起
（
調
停
）

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

曽
於
市
営
住
宅
条
例
・

曽
於
市
有
住
宅
条
例
の
規

定
に
よ
り
、
家
賃
を
３
カ

月
以
上
滞
納
し
た
と
き
は
、

住
宅
の
明
け
渡
し
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

当
該
相
手
方
（
４
名
）
に

対
し
、
市
営
住
宅
等
の
明

け
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
の

金
員
支
払
を
求
め
る
調
停

を
申
し
立
て
る
も
の
で
す
。

☆�

訴
え
の
提
起
（
訴
訟
）

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

曽
於
市
営
住
宅
条
例
の

規
定
に
よ
り
、
家
賃
を
３

カ
月
以
上
滞
納
し
た
と
き

は
、
住
宅
の
明
け
渡
し
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
調
停
申
し
立
て
に

応
じ
な
い
当
該
相
手
方

☆�

曽
於
市
民
プ
ー
ル
施
設

の
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

中
学
生
以
下
を
除
く
曽

於
市
民
に
限
り
、
市
民

プ
ー
ル
の
１
か
月
利
用
券

を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

利
用
者
の
増
を
図
り
、
健

康
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

☆�

曽
於
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

Ｆ
Ｍ
放
送
施
設
整
備
事

業
放
送
施
設
整
備
工
事

請
負
契
約
の
締
結

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

曽
於
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

Ｆ
Ｍ
放
送
施
設
整
備
事
業

の
請
負
契
約
を
締
結
す
る

も
の
で
す
。

　

㈱
九
電
工
鹿
児
島
支
店

契
約
金

　

１
億
６
８
０
４
万
円

☆�

檍
小
学
校
屋
内
運
動
場

改
築
本
体
工
事
請
負
契

約
の
締
結

（
全
会
一
致　
可
決
）

☆�

曽
於
市
手
数
料
条
例
の

一
部
改
正

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

行
政
手
続
き
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
利
用
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、

平
成
27
年
10
月
か
ら
全
世

帯
に
発
送
さ
れ
る
個
人
番

号
通
知
カ
ー
ド
は
平
成
28

年
１
月
か
ら
申
請
者
に
送

付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付

の
手
数
料
（
８
０
０
円
）

を
定
め
る
他
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
を
廃

止
す
る
た
め
、
条
例
の
一

部
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

☆�

曽
於
市
末
吉
総
合
セ
ン

タ
ー
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）

の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
制
定

（
全
会
一
致　
可
決
）

　

曽
於
市
末
吉
総
合
セ

ン
タ
ー
の
小
研
修
室
を
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
放
送
事
業

に
お
け
る
放
送
室
と
し
て

使
用
す
る
為
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

条
　
　
例

契
　
　
約

訴
　
　
え

12 月 4日	 開　　　会
12月 8～ 10日	 一	般	質	問
12月 22日	 閉　　　会

12月定例会の予定

導入予定の小型ポンプ車
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意　見　書
地方財政の充実・強化を求める意見書

　地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域
交通の維持など果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、
新たな政策課題に直面している。一方、地方公務員をはじめ、人材が減少する中で、新たな
行政ニーズへの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、
これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
　しかし、経済財政諮問会議においては、平成 32年のプライマリーバランスの黒字化を図
るため、社会保障と地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減にむけた議論が進められて
いる。
　本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の役割である。
しかし、財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒
であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。
　このため、平成 28年度の政府予算、地方財政の検討に当たっては、国民生活を犠牲にす
る財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積り、人的サービスとしての社会保障予算
の充実、地方財政の確立を目指すことが必要である。
　よって、政府におかれては、次のとおり措置されるよう強く要望する。

記
１�　社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治
体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
２�　子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括生活ケアシステム、生活困窮者
自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの
対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。
３�　復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間
終了後の平成28年度以降も継続すること。
　�　また、平成 27年度の国勢調査を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が
生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を検討すること。

４�　法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など各種税制の廃止、減税を検討する際に
は、自治体財政に与える影響を十分検証したうえで、代替財源の確保をはじめ、財政運営
に支障が生じることがないよう対応を図ること。
　�　また、償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に
不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。

５�　地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」
については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保す
ること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換
を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振替えること。
６�　地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終
了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策
を講じること。
　以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

平成 27年９月 29日
鹿児島県曽於市議会

提出

内閣総理大臣ほか関係機関
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